
ジ
ゾ
ウ
イ
ン
地
糠
院
白
山
宮
前
凶
の
寺
初
で

あ
る
。
白
山
富
舵
雌
都
中
記
録
に
、
政
臨
三
年
七
且

H
四
日
未
剥
山
市
山
の
大
阿
附
梨
地
縦
院
幸
お
例
都
が

入
滅
し
た
こ
と
を
記
し
て
あ
る
。
白
山
問
答
に
地
政

院
を
民
言
と
し
て
あ
る
が
、
都
時
は
紫
よ
b
一
大
台
で

あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

ジ
ゾ
ウ
バ
シ
地
磁
穏

金
制
印
綿
於
犯
に
‘『
地
獄

縮
、
小
姓
町
』
と
あ
る
。

此
の
婦
は
僅
か
に
按
石
三

校
に
て
架
け
た
右
前
で
、
約
併
に
音
節
伎
司
が
此
の

地
に
在
っ
た
時
の
門
前
に
お
り
、
そ
こ
に
地
以
立
が

あ
っ
た
か
ら
の
名
で
あ
る
と
い
ふ
。

ジ
ゾ
ウ
ポ
ウ
地
譲
坊

臥
一
京
消
南
北
側
却
に
泌
す

る
総
務
。

ジ
ゾ
ウ
ボ
サ
ツ
オ
ウ
ケ
ン
シ
ン
キ
地
寂
菩
一随
感

騒
新
記
六
加
。
金
制
刊
行
川
能
寺
山
u
門
の
討
で
、
加
能

陸
一
ニ
州
に
安
位
す
る
地
厳
命
の
滋
駿
を
旧
制
し
た
も

の
。
自
序
に
、
元副肺」
t
五
壬
午
年
六
月
引
四
日
山
u
門

一
見
出
河
州
一
的
安
榔
一
校
時
世
に
彼
自
す
と
あ
る
。

ジ
ゾ
ウ
ポ
ン
地
蔵
盆

閉
山
政
の
頃
、
じ
月

H
四

日
に
行
は
れ
た
地
山
岡山伐を
、
地
方
に
よ
っ
て
地
以
批

と
い
う
た
加
も
あ
る
。

ジ
ゾ
ウ
マ
ツ
リ
地
蔵
祭
閉
山
政
の
閉
山
、
七
且
叶

四
日
食
仰
の
義
組
院
に
地
以
祭
が
行
は
れ
た
。
陥
川

阿
凶
梨
の
住
職
で
あ
っ
た
附
、
m
U
恕
の
品
目
句
が
あ
っ

た
と
い
ふ
地
問
問
符
で
、
時
H

氷
-冗
年
間
伐

y、然
・支
考
・

秋
之
坊
・北
紋
等
が
そ
の
波
勾
に
歌
仙
を
附
引
い
だ
こ

と
が
あ
る
。

ジ
ゾ
ウ
マ
ヰ
リ
地
歳
時
間
企
仰
に
於
け
る
地
'
山
融

持
山
腕
版
界
の

H
四
ヶ
加
は
多
〈
阿
川
方
而
の
み
で
あ

り
、
そ
の
命
日
は
引
四
日
で
あ
っ
た
。

一

沼

山

寺

民

話

祭

泉

寺

町

二

玉

泉

寺

時

宗

泉

寺

町

三

希

翁

院

制

宗

六

斗

口

シ
ソ
ー
ー
シ
チ

門市眠
日
町
五
丁
目

円
水
寺
町

円

A
寺
町

野
町
断
念
小
山
町

泉
寺
町

野
山
寺
町

野
凶
寺
町
政
初
入
幅

賢
川
寺
町

岡
山
山
寺
町

野
山
寺
問
問
樹
同
国
小
路

八

坂
十
一

民

十

一
尽

野
川
佐
泣

蛤

仮

蛤

鹿
野

町

伊
川
締
結

法
附
寺
町

益
旬
院
前

シ

ゾ

テ

士
族

明

治
二
年
三
且
叶
入
日
加
到
滞

は
士
分
の
附
級
世
改
め
、
泊
入
夜
中
-
上
士
上
列
、
人

持
制
を
一
等
上
士
、

m役
及
び
一
回
揃
を
こ
等
上
士
、

干
士
を
三
等
上
士
、
胤
(
力
和
二
等
巾
士
、
歩
を
こ
臨
す

巾
士
、
歩
前
を
下
士
と
精
し
た
。
後
金
持
滞
に
な
っ

て
、
同
年
十
月
十
六
日
先
に
太
政
官
の
品
目
し
た
布
淫

に
よ
っ
て
、
上
士
上
山
内
よ
り
下
士
に
主
る
ま
で
を
士

族
と
腕
し
、
足
山
間
以
下
を
卒
族
と
名
づ
け
、同
且
士
族

の
給
品
怖
を
、又
十
二
月
に
は
現
石
支
給
訟
を
定
め
た
。

設
し
給
総
は
向
従
来
の
草
耐
と
い
ふ
如
く
、
現
石
支

給
は
そ
の
収
納
米
に
出
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
三

年
二
且
・
彬
雌
令
し
て
士
卒
工
簡
の
川
崎
諜
を
品
川
密
す
る

入七六五回

念
悩
開
問

千
手
院

日
松
司

同
一
方
苛

リ
山

師
U
PJrω

E
B
E
 

侭
H
K
寺

級
畑
山
寺

理
由日
院

伏
見
寺

大
邸
寺

玄
光
院

永
制
等

校
刊
行
寺

t
J
F
 

H
L
M劫
司
サ

泊
分
以

成

mv寺

妙
州
出
普

大
組
寺

岡
山
叫
院

法
船
守

旋
智
院
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探
土
田
市

民
吉
宗

翻

宗
天
山
口
宗

浮
土
宗

国民
rr間
宮
山

町
即
土
宗

良
一一守口奈

良
吉
宗

浮
土
宗

押
印
土
宗

利

宗

利
{
一
古

田県汁問自一山

町市
土
宗

浮
土
宗

裕士山一式

呼
土
宗

提
言
宗

浮
土
宗

提
言
宗

を
泊
L
‘
}
乱
用
又
裂
に
務
淀
た
る
者
の
外
、
士
膝
・
卒

族
の
商
撲
に
従
ふ
こ
と
を
許
し
、
七
且
需
の
陪
毘
た

る
仕
奥
力
・給
人
(
中
小
姓
・小
姓
〉
を
士
族
に
、
徒
組

と
足
腕
と
を
卒
践
に
加
へ
た
。
治
時
務
の
務
篠
一

戸
・
男
三
人
・
女
入
入
、
士
族
七
千
七
百
九
十
七

戸
・

男
一
国
二
千
九
百
七
人
・
女
一
一
品
四
千
七
百
七
十
六

人
、
卒
絞
九
千
七
百
三
戸

・
男
一
応
四
千
六
百
五
十

五
人

・
女
一
応
二
千
三
百
八
十
三
人
で
あ
っ
た
。
後

明
治
五
年
正
且
卒
族
を
版
し
、
務
げ
て
士
族
に
編
入

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

日ン
h
F

自
他

文
は
地
他
と
も
部
〈
。
自
凶
と
仙

附
の
聞
で
、
滞
政
の
時
領
内
と
鎖
外
と
の
こ
と
を
い

う
た
。

ジ
ダ
イ
地
代

河
北
郁
五
ケ
庄
に
印
刷
す
る
部
世
間
。

シ
h
F
オ
ピ
シ
メ
ゾ
メ
下
帯
続
初

務
政
の
頃
、

男
児

十
二
肢
と
な
っ
た
時
は
、
初
め
て
下
棉
を
締

め
、
赤
飯
を
炊
い
で
蹴
し
た
。
女
児
は
沼
肢
か
ら
脱

容
を
訓
闘
う
た
が
.
そ
れ
に
お
す
る
祝
儀
は
な
か
っ

た
。シ

h
F
キ
リ
ダ
カ

・的。

下
切
一
品

ー

ト

リ

〆

カ

耳E

七
十
閉
門

金
持
城
鼠
多

ジ
主
グ
ン
シ
ヨ

自
他
群
品
川
副
五
抽
出
。
日
子
保
七
年

森
旧
仲
間
自
の
若
。
三
政
阿
世
に
は
前
凶
利
家
か
ら
光

前
の
瓜
治
元
年
に
主
る
ま
で
の
掠
・
抑
制
を
記
し
て
あ
る

が
、
本
訟
は
そ
の
後
を
綴
ゲ
、
点
手
元
年
に
京
る
ま

で
の
事
件
を
集
め
る
。
主
と
し
て
加
賀
滞
に
闘
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
紛
ら
山
控
室

・
訴
府
専
に
も
及
ぶ
か

ら
自
他
都
笹
と
姐
し
た
の
で
あ
ら
う
。

シ
主
主
チ
パ
ナ
下
宿

江
沼
部
橘
の
内
の
小
手
。

シ
タ
テ
シ
ン
カ
イ
仕
立
新
開

J

Y

Y
カ
イ

『

H
O

窓泊ロロシ
h
F
テ
ム
ラ
セ
コ
ヤ
ヲ
仕
立
村
艶
子
役

滞
政

の
時
、
仕
立
新
聞
の
品
川
話
役
を
御
仕
立
村
勢
子
役
と

い
ひ
、
臨
時
に
十
村
の
子
弟
に
分
役
を
命
じ
た
の
で

あ
る
。シ

タ
ピ
ヤ
ヲ
シ
ョ
ウ
下
百
姓

務
政
の
問
、

一

戸
を
椛
へ
た
荷
姓
で
は
な
〈
、
家
肢
の
二
三
男
叉
は

そ
の
家
に
服
仰
せ
ら
れ
る
も
の

hmに
、
私
に
凶
地

の
お
を
分
配
し
て
耕
作
せ
し
め
る
も
の
を
い
う
た
。

こ
の
前
間
は
役
+
白
か
ら
存

L
、
元
松
の
時
に
も
泊
さ

れ
た
が
、
元
文
中
に
停
止
し
、
平
和
に
主
っ
て
山
間
刷
出

し
た
。ジ

h
F

へ
ン
イ
ニ
ツ
キ
自
他
愛
異
日
記

二
加
。

天
正
十
三
年
十

一
且
館
中
田
制
披
柿
木
紛
の
池
袋
か

ら
、
賀
川
町
十
一
年
三
且
越
中
放
生
仰
の
火
災
に
主
る

ま
で
の
聞
に
、
加
賀
滞
・大
刑
罰
寺
務
山
山
部川及び一一一

部
等
に
也
っ
た
一
一
切
の
災
拠
に
説
い
て
限
し
た
も
の

で
あ
る
。

シ
h
F
ヤ
ゴ
ゼ
ン
下
谷
御
前

加
引
滞
京
第
十
二

代
前
凶
狩
聞
の
女
流
剣
は
、
小
企
侯
小
笠
原
忠
微
に

娘
し
、
下
谷
御
前
と
呼
ば
れ
た
。

シ
h
F
ヤ

マ

下

山

臥
京
相
川
千
寺
の
部
税
関
ル
山

方
に
在
る
山
。
お
き
八
一
米
。

シ
チ
イ
レ
ダ
カ

質
入
高

滞
政
時
代
に
刊
姓
が

仙
釦
容
に
よ
っ
て
、
そ
の
持
ぃ仙
の
よ
に
伐
航
を
放
出
見

せ
し
め
る
こ
と
を
い
う
た
。
慌
入
山
を
な
す
こ
と
は

法
の
談
ず
る
所
で
、
犯
す
時
は
引
を
税
収
し

H
つ
身

柄
を
催
問
せ
ら
れ
た
。

シ
チ
カ
シ
ソ
ン
七
家
詩
存

一
加

o
u
m
m品川
・

伊
限
耐
之
・
健
闘
臥
之
一

m
・併
知
一

・野
村
山
叫
:
千
秋
際

飽
・東
方
加
の
作
詩
を
集
め
た
も
の
。

シ
チ
カ
シ
ヨ
七

グ
所

i
カ

ナ

ザ

ハ

金

持

(入
、
木
町
と
地
子
町
U

。

シ
チ
ヲ
ロ
七
黒
河
北
部
設
針
郷
に
臨
す
る
郎

務。
シ
チ
ジ
ツ
ケ
ン
モ
ン

三
六
五


